
令和元年12月１日から

「ながら運転」
（携帯電話使用等（保持）運転）

罰則 が強化 されました!!

さらに

～携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合～
反則金の適用はなく罰金刑以上の処罰の対象となります！

１年以下の懲役又は30万円以下の罰金 点数６点

罰 則 ５万円以下の罰金

６月以下の懲役
又は10万円以下の罰金

反 則 金

大型車

普通車

大型車

原 付

7,000円 25,000円

6,000円

6,000円

5,000円

18,000円

12,000円

15,000円

点 数 １点 ３点
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